
※持参物：タオル、運動靴、飲み物（ゆる体操・悩み別は敷マット）
※申し込み、問い合わせ：社会福祉協議会（☎　 2275）

総合市民会館
13時30分～15時

総合市民会館
13時30分～15時

小方公民館
10時～11時30分

小方公民館
10時～11時30分

サントピア大竹
13時30分～15時30分

サントピア大竹
13時30分～14時30分

サントピア大竹
13時30分～14時30分

サントピア大竹
13時30分～15時

サントピア大竹
13時30分～15時

サントピア大竹
13時30分～15時

サントピア大竹
13時30分～15時
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　７
月
号
か
ら
１
月
号
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
介
護
予
防
教
室
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た

が
、
い
か
が
で
し
た
か
？

　実
際
に
参
加
し
た
方
の
声
を
紹
介
し
ま

す
。

 

○ 

気
軽
に
参
加
で
き
て
、
運
動
不
足
も
解

　消
さ
れ
、
教
室
を
通
じ
て
仲
間
が
た
く

　さ
ん
で
き
た
。

○ 

教
室
に
通
い
始
め
て
、
足
腰
が
強
く
な

　り
、
痛
み
も
軽
く
な
っ
た
。

○ 

教
え
て
も
ら
っ
た
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
体

　操
を
始
め
た
ら
、
血
糖
値
・
コ
レ
ス
テ

　ロ
ー
ル
値
が
下
が
っ
た
。

○ 

94
歳
だ
が
、
ゆ
る
体
操
は
無
理
な
く
で

　き
る
し
、
体
の
血
流
も
よ
く
な
る
気
が

　す
る
。

○ 

家
で
は
一
人
な
の
で
人
と
話
す
こ
と
も

　な
く
、
な
ん
と
な
く
不
安
だ
っ
た
が
、
こ

　の
よ
う
な
教
室
が
あ
る
と
気
軽
に
行
け

　る
の
で
、
通
う
の
が
楽
し
み
に
な
っ
た
。

　参
加
し
た
方
は
、
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
自

分
に
合
っ
た
教
室
に
参
加
し
て
、
楽
し
く

体
力
づ
く
り
を
し
た
り
、
参
加
者
同
士
の

交
流
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
ね
。

　あ
な
た
も
、
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

　ぜ
ひ
、
興
味
を
持
っ
た
教
室
に
、
お
気

軽
に
参
加
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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問
い
合
わ
せ
　社
会
健
康
課
☎

　２
１
５
３

月日

2

9

16

23

土
1

8

15

22

3

10

17

24

3Ｂ体操

3Ｂ体操

転倒予防教室

転倒予防教室

ノルディック

悩み別教室

ウオーキング

ゆる体操

ゆる体操

ゆる体操

ゆる体操

火

4

11

18

25

水

5

12

19

26

木

6

13

20

27

金

7

14

21

28

2月の日程カレンダー

※ゆる体操…○印は講師指導日　　※悩み別…今月は骨盤底の悩み（骨盤底とはおなかの中の内臓を下から支えているところ）
※ノルディック…要予約。外を歩くこともあるので防寒対策を。

総
合
介
護
予
防
事
業
教
室

24OTAKE 2014（平成26）.02

問い合わせ　商工会議所☎　３１０５52

25 OTAKE 2014（平成26）.02

※土・日曜日は税務署の閉庁日であり、相談および申告書の受付は行っておりません。
※ＮＴＴクレドホールでは、現金納付の受付は行っておりませんので、申告相談時に
　納付書を受け取り、お近くの金融機関で納付してください。
※ご来場の際には、公共交通機関をご利用ください。

17㈪
18㈫
19㈬
20㈭
21㈮
22㈯
23㈰
24㈪
25㈫

26㈬

27㈭
28㈮
3㈪
4㈫
5㈬
6㈭
7㈮
10㈪
11㈫
12㈬
13㈭
14㈮
17㈪

2

3

9時～16時

9時～12時
9時～16時
9時～12時
10時 15分～12時
10時～12時
9時～16時
9時～12時
10時 30分～15時

9時～16時

9時～12時

総合市民会館
※　２月21日㈮は税の無料相談日です。
　中国税理士会から派遣された税理士に、
　無料で相談を受けてもらえます。
※　２月 22 日㈯、23 日㈰は休日です
　が申告の受け付けを行います。

阿多田島漁協　※ 阿多田地区の方のみ対象です。

松ケ原集会所

コミュニティサロン玖波

農林振興センター

市役所（3階）

市県民税申告及び確定申告受付日程 　市
県
民
税
の
申
告
と
、
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
の
時
期
に
な

り
ま
し
た
。
申
告
が
必
要
な
方
は
、
申
告

期
間
中
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　申
告
の
要
件
や
必
要
な
も
の
な
ど
は
市

広
報
１
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
が
、
内

容
に
よ
っ
て
は
市
の
会
場
で
は
受
け
付
け

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
青
色
申
告
や
分
離
課
税
の
申
告
な
ど

 

市
県
民
税
申
告
及
び
確
定
申
告

　市
内
各
会
場
で
申
告
を
受
け
付
け
る
の

で
、
日
程
と
会
場
に
注
意
し
て
お
越
し
く

だ
さ
い
。

 

確
定
申
告

　廿
日
市
税
務
署
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ク
レ
ド
ホ
ー

ル
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※

　申
告
会
場
は
混
雑
し
、
待
ち
時
間
が

　長
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
告
は
早
め
の
事
前
準
備
を

対象となる方 事業所得、不動産所得
又は山林所得のある全ての方です。

（「パンフレット・手引き→所得税関係→その他→記帳説明
会のご案内」をご覧ください。）（http://www.nta.go.jp）

平成 26年 1月から
記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。

クリック！
国税庁 検索で

所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の
保存制度の対象となります。

59

問
い
合
わ
せ
　市
民
税
務
課
☎

　２
１
２
８

確定申告個別指導会
と　き　２月17日㈪、２月21日㈮
　　　　10時～16時
ところ　商工会議所
対　象　事業所得のある方
指導料　3,000円から
持参品　平成24年の決算書・申告書の
控え、各種所得控除証明書など申告に必
要な書類

　画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自
動計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
消費税の確定申告書や青色申告決算書などを作成できます。
　また、作成したデータは、「e-Tax（電子申告）」を利用し
て提出できます。
※　e-Tax の利用に際しては、電子証明書の取得（手数料が必要です。）、
　ＩＣカードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。

書面で提出！書面で提出！
又は

でデータ送信！
申告書の作成は

国税庁ホームページの
便利な

と　き 受付会場

17㈪

17㈪

2

3

9時～17時

9時～17時

廿日市税務署（受付は 8時30分～16時）
（廿日市市新宮 1丁目 15番 40号）
ＮTTクレドホール（受付は 9時～16時）
（広島市中区基町 6番 78号 基町クレド・パセーラ 11階）

確定申告受付日程
と　き 受付会場


